
提案募集方式の見直しについて（案） 

１ 地方分権改革有識者会議への地方側代表者の参加 

 広域行政課題に適切かつ効果的に対応し、国からの事務・権限の移譲の受

入体制を整備するという広域連合制度の趣旨に鑑み、関西広域連合の提案に

関しては、具体的な支障事例が無くても国と地方のあるべき役割分担を進め

る観点から、関係府省へ検討要請を行うとともに、原則、地方分権改革有識

者会議において、広域連合長を含む地方側の代表者と主務大臣等が議論する

こと。 

２ 広域連合への権限移譲の検討 

  「地方分権改革の総括と展望」(地方分権改革有識者会議 平成 26 年 6 月 24

日）において「国から都道府県に移譲する場合には、必要に応じ、広域連合

など広域連携の仕組みを活用すべき」とされていることから、国から都道府

県への事務・権限移譲の提案を検討するにあたり、当該権限が２以上の都道

府県に跨がる場合は、広域連合への権限移譲を行うことについても併せて検

討すること。 

３ 「大括り」の権限移譲及び国側の支障事例の立証 

 地方自治体の提案に対する関係府省の検討にあたっては、地方自治体が相

応の権限と責任、及びこれに応じた財源を備える自立分権型社会を実現する

といった観点から、一部の限定的、断片的な事務・権限の見直し等に留まる

ことなく、中央府省の事務・権限も含め、関連する事務・権限を一括して移

譲するなど「大括り」な分権改革を進める方策を検討すること。 

 その際、地方に事務・権限を委ねることによる特段の支障等を国が立証で

きない限り移譲・見直しを実行する方向で取組を進めること。 

４ 提案募集方式にかかる手続の見直し  

① 省庁との調整対象外とされた提案であっても、現在の状況を踏まえて見

直しを行うなど、地方行政に関する提案は幅広く省庁との調整対象とする

こと。 

② 「引き続き検討を行う」とされた地方の提案については、提案趣旨に沿

って確実に検討を行い、その結果を速やかに地方に情報提供すること。 

③ 関係府省の第２次回答において「提案内容と異なる措置」や「対応不可」

とされた事案について、現在も提案団体から意見を提出することは可能で

あるが、関係府省に回答義務はないことから、当該意見提出についても公

表を前提とする正規の手続に位置付け、最終的な見解を示すこと。 

④ 過去の提案と類似している内容であっても、具体的な支障事例の提出が

あった場合は、地方が抱える喫緊の課題の解決を図るという観点から、関

係府省へ再検討を要請すること。 
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